
JP 4390410 B2 2009.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像素子を先端に有する電子スコープと、前記電子スコープが電気的に接続されるプロセ
ッサとから構成される電子内視鏡装置であって、
前記電子スコープは、該電子スコープの撮像系の仕様に対応したマスク信号を生成するマ
スク信号生成手段と、前記撮像素子によって生成された画像信号を前記プロセッサに伝送
する第一の伝送手段と、前記マスク信号を前記プロセッサに伝送する第二の伝送手段と、
を有し、
前記プロセッサは、前記第一の伝送手段を介して入力する前記画像信号に所定の画像処理
を施す画像処理手段と、前記第二の伝送手段を介して入力する前記マスク信号に基づいて
、前記画像処理手段によって画像処理された画像信号にマスク処理を行うマスク処理手段
と、を有することを特徴とする電子内視鏡装置。
【請求項２】
請求項１に記載の電子内視鏡装置において、
前記画像処理手段と前記マスク処理手段は、前記電子スコープから送信される同期信号に
基づいて画像処理およびマスク処理を行うことを特徴とする電子内視鏡装置。
【請求項３】
請求項２に記載の電子内視鏡装置において、
前記電子スコープは、さらに前記第二の伝送手段によって前記プロセッサに伝送される前
記マスク信号に前記同期信号を合成する信号合成手段を有することを特徴とする電子内視
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鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、体腔内を観察するために使用される電子内視鏡装置、特にマスク処理を施し
た画像を出力する電子内視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、体内を観察するために使用される電子内視鏡装置は、光源部や画像処理部を備
えるプロセッサと、被検者の体内に挿入され該体内を照明すると同時に先端に設けられた
ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等の撮像素子によって撮像を行う電子スコープと、モ
ニタ等の表示装置と、から構成されている。
【０００３】
該電子内視鏡装置では、電子スコープの撮像素子によって撮像されて、プロセッサの画像
処理部によって所定の画像処理を施された画像を表示装置に出力する。術者は、該モニタ
を観察することにより、病変部の発見や検査等を行う。
【０００４】
ここで、表示装置の画像表示領域と、撮像素子の形状や該撮像素子の前方に配設される対
物レンズ系の形状等が必ずしも一致しない。そこで、該電子内視鏡装置ではモニタに表示
される画像の外周の輪郭を明確化させて、観察を容易にするために、画像の一部を暗転さ
せる処理（マスク処理）を行っている。なお本明細書では、説明の便宜上、撮像素子の形
状や該撮像素子の前方に配設される対物レンズ系の形状等を、電子スコープの撮像系の仕
様と総称する。
【０００５】
例えば、従来の電子内視鏡装置において、プロセッサは、現在接続されている電子スコー
プの撮像系の仕様を検知し、検知した該仕様に対応するマスクパターン情報をメモリから
読み出してマスク処理を行っていた。従って、プロセッサ内部の回路を複雑かつ大規模に
せざるを得なかった。例えば、多種類の電子スコープを接続するプロセッサには、接続さ
れる可能性のあるすべてのスコープに関するマスクパターン情報をメモリに記憶しなけれ
ばならなかった。また、このような従来の電子内視鏡装置では、プロセッサ側で検知不能
の電子スコープ（例えば、新製品や他社製品等）が該プロセッサに接続された場合、所定
のマスク処理を行うことができないという問題点があった。
【０００６】
近年、上記問題の解決するために、電子スコープ側にマスク処理回路を備える電子内視鏡
装置が知られている（例えば、特開平5-228111号に記載の発明）。該電子内視鏡装置は、
電子スコープ側において、自らの仕様に対応したマスクパターン情報に関する信号（以下
、マスク信号という）を生成する。そして、該マスク信号に基づいてマスク処理した画像
信号をプロセッサに送信する。これにより、どのような電子スコープがプロセッサに接続
されても、常に術者は、電子スコープの仕様に対応したマスク処理が施された画像を観察
することができる。
【０００７】
ところが、上記の電子スコープ側にマスク処理回路を備える電子内視鏡装置では、マスク
処理された画像信号がプロセッサ内の画像処理部で画像処理されてしまう。つまり、本来
画像処理が不要であるマスク領域まで画像処理されてしまい、モニタ上に表示される画像
のマスク領域と画像領域との境界が不明瞭になる恐れがある。また、マスク領域まで画像
処理されると、ホワイトバランス調整やガンマ補正において、不適切な調整等が行われる
恐れや画像信号の輝度検知による照明光量調整が誤って行われる恐れもある。そこで、画
像領域のみを高い精度で画像処理するためには、プロセッサ内において、画像処理部に入
力する前の画像信号からマスク信号を分離させなければならない。そしてマスク信号成分
を分離した画像信号を画像処理部で画像処理した後、画像処理部の後段に新たに設けられ
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た信号加算回路において改めてマスク処理する必要がある。
【０００８】
つまり、マスク処理に関する構成を電子スコープ側に配設したにもかかわらず、画像処理
回路で高精度な画像処理を行うためには、上記信号加算回路のようなマスク信号に関する
処理回路を新たに追加する必要が生じる。結果として、プロセッサ２１０の回路構成は複
雑化かつ大型化してしまい、またプロセッサ内での処理負担も大きくなってしまう。この
ように、従来の電子内視鏡装置では、プロセッサの回路構成を簡素化させ処理負担を軽減
させるとともに、どのような電子スコープで生成される画像信号に対しても最適なマスク
処理および画像処理を施すということは不可能であった。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は上記の事情に鑑み、プロセッサ内の回路構成を簡素化させつつ、どのよう
な仕様の電子スコープが該プロセッサに接続されたとしても、常に、高精度な画像処理、
および該仕様に対応した最適なマスク処理を画像信号に施すことが可能な電子内視鏡装置
を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明にかかる電子内視鏡装置は、撮像素子を先端に有する電子スコープと、
該電子スコープが電気的に接続されるプロセッサとから構成される電子内視鏡装置に関す
る。電子スコープは、該電子スコープの撮像系の仕様に対応したマスク信号を生成するマ
スク信号生成手段と、撮像素子によって生成された画像信号をプロセッサに伝送する第一
の伝送手段と、マスク信号をプロセッサに伝送する第二の伝送手段とを有し、プロセッサ
は、第一の伝送手段を介して入力する画像信号に所定の画像処理を施す画像処理手段と、
第二の伝送手段を介して入力するマスク信号に基づいて、画像処理手段によって画像処理
された画像信号にマスク処理を行うマスク処理手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
上記の構成によれば、マスク領域と画像領域との境界が明確化されており、かつ画像領域
については高精度な画像処理を施されている画像をモニタ上で観察することができる。し
かも、電子スコープ自体が自らの仕様に対応したマスク信号を生成することにより、プロ
セッサ内の回路構成を簡素化させ、またどのような電子スコープがプロセッサに接続され
ようとも、常に、使用中の電子スコープに対応する最適なマスク処理が施された画像を観
察することができる。
【００１２】
さらに電子スコープから送信される上記マスク信号に同期信号を合成すれば、同期信号と
マスク信号との伝送路を共通化することができ、プロセッサ内の回路構成をより簡素にす
ることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施形態の電子内視鏡装置１００の概略構成図である。電子内視鏡装置１
００は、電子スコープ１００ａとプロセッサ１００ｂとを有する。電子スコープ１００ａ
は、プロセッサ１００ｂに接続されるコネクタ部１と被検者の体腔内に挿入される挿入部
と操作部と連結可撓管とからなるスコープ部２とから構成される。コネクタ部１内には、
マスク生成回路３と同期信号生成回路４が設けられている。スコープ部２の先端にはＣＣ
Ｄ２ａが設けられている。プロセッサ１００ｂは、制御部５、画像信号処理回路６、マス
ク処理回路７を有する。
【００１４】
内視鏡による観察中、プロセッサ１００ｂの光源部（不図示）から発光された光がスコー
プ部２の先端から照射され、体腔内の観察部位を照明する。スコープ部２の先端に備えら
れているＣＣＤ２ａは、観察部位により反射された光により受光面に形成された観察部位
の光学像に対応する電荷を蓄積し、該蓄積電荷に基づく電圧値を画像信号として出力する
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。画像信号は、コネクタ部１のアンプＡによって所定量増幅された後、第一伝送路Ｌ１を
介してプロセッサ１００ｂの画像信号処理回路６に伝送される。
【００１５】
コネクタ部１内のマスク信号生成回路３は、電子スコープ１００ａによって撮像された観
察部位の画像に電子スコープ１００ａの撮像系の仕様、すなわちＣＣＤ２ａのサイズやＣ
ＣＤ２ａの前方に配設される対物レンズ（不図示）の形状等に対応するマスクパターン情
報を備えている。そして、術者によって電子スコープ１００ａがプロセッサ１００ｂに接
続されると、該情報に対応するマスク信号を生成して第二伝送路Ｌ２を介してプロセッサ
１００ｂのマスク処理回路７に伝送される。
【００１６】
同期信号生成回路４は、電子スコープ１００ａの撮像タイミングとプロセッサ１００ｂの
画像処理タイミングとを合わせる（同期させる）ための同期信号を生成する。同期信号生
成回路４によって生成される同期信号は、各伝送路Ｌ１、Ｌ２と別個独立に配設される第
三伝送路Ｌ３を介して、プロセッサ１００ｂの制御部５に入力する。
【００１７】
以上が電子スコープ１００ａ側の説明である。電子スコープ１００ａから送信される上記
の各信号を用いて、プロセッサ１００ｂは以下に説明する処理を行う。なお以下に詳述す
るさまざまな処理のタイミングはすべて、第三伝送路Ｌ３を介して定期的に入力する同期
信号に基づき、制御部５によって制御される。
【００１８】
画像信号処理回路６は、初段処理部８、Ｒメモリ９Ｒ、Ｇメモリ９Ｇ、Ｂメモリ９Ｂ、後
段処理部１０を有する。画像信号処理回路６は、入力する画像信号に対して、まず初段処
理部８でフィルタ処理やＡ／Ｄ変換処理等を行う。そして、初段処理部８から出力される
画像信号は、撮像時の画像データとしてＲ、Ｇ、Ｂの各メモリ９Ｒ、９Ｇ、９Ｂにそれぞ
れ書き込む。各メモリ９Ｒ、９Ｇ、９Ｂに書き込まれている各画像データは、制御部５の
制御下、所定のタイミングで再び画像信号として後段処理部１０に読み出され、Ｄ／Ａ変
換処理等を施される。後段処理部１０で所定の処理をされた画像信号は、続いてマスク処
理回路７に入力する。
【００１９】
ここで、画像信号が伝送される第一伝送路Ｌ１とマスク信号が伝送される第二伝送路Ｌ２
とは別個独立の経路である。従って画像信号処理回路６は、ＣＣＤ２ａによって生成され
たままの状態の画像信号に対して各種の画像処理を行う。つまり、画像信号処理回路６は
、マスク処理をされていない画像信号についてのみ精度の高い画像処理を行うことになる
。
【００２０】
マスク処理回路７は、第二伝送路Ｌ２を介して入力するマスク信号に基づいて、所定のタ
イミングで後段処理部１０から出力される画像信号にマスク処理を施す。上述したように
マスク信号は、電子スコープ１００ａの撮像系の仕様に対応しているため、マスク処理回
路７では、該仕様に対応した最適なマスク処理が行われる。
【００２１】
マスク処理回路７においてマスク処理された画像信号は、ＲＧＢのビデオ信号として所定
のタイミングでモニタ（不図示）に出力される。モニタは、入力するビデオ信号に対応す
る観察部位のカラー画像を表示する。
【００２２】
モニタに表示されるカラー画像は、画像処理後の画像信号に対して電子スコープの使用に
対応するマスク処理を行ったため、マスク領域と画像領域との境界が明確になっており、
かつ画像領域、つまり観察部位の画像は、高精度な画像処理を施された鮮明な状態で表示
される。
【００２３】
以上が本発明の実施形態である。本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく趣
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【００２４】
例えば、図２に本発明の他の実施形態を示す。図２に示す実施形態の電子内視鏡装置１０
０は、コネクタ部１に信号合成部１１をさらに有する。信号合成部１１は、マスク信号生
成回路３によって生成されるマスク信号に同期信号生成回路４によって生成される同期信
号を合成する。同期信号が合成されたマスク信号は、第二伝送路Ｌ２を介して制御部５に
入力する。図２に示す実施形態では、制御部５は、入力するマスク信号から分離した同期
信号成分に基づいて画像処理回路６等のタイミングに関する制御を行う。また制御部５は
、同期信号が分離されたマスク信号をマスク処理回路７に送信する。これにより、マスク
処理回路７は、所定のタイミングで画像信号にマスク処理を施している。図２に示す実施
例の場合、上記図１に示す実施例の第三伝送路Ｌ３が不要となるため、コネクタ部１のピ
ンの本数を減らすことができるなど、プロセッサ１００ｂの回路構成をより一層簡素化さ
せることができる。
【００２５】
【発明の効果】
このように本発明の電子内視鏡装置は、電子スコープから画像信号とマスク信号とを別個
独立の経路でプロセッサに伝送して、画像信号に所定の画像処理を施してからマスク処理
を行う構成にすることにより、マスク領域と画像領域との境界が明確化されかつ高精度な
画像処理を施された画像をモニタ上で観察することができる。
【００２６】
しかも、該マスク信号は、電子スコープ自体が自らの撮像系の仕様に対応したマスク信号
を生成することにより、プロセッサ内の回路構成を簡素化させ、またどのような電子スコ
ープがプロセッサに接続されようとも、常に、使用中の電子スコープに対応する最適なマ
スク処理が施された画像を観察することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の電子内視鏡装置の概略構成を表すブロック図である。
【図２】本発明の他の実施形態の電子内視鏡装置の概略構成を表すブロック図である。
【符号の説明】
３　　マスク信号生成回路
４　　同期信号生成回路
５　　制御部
６　　画像信号処理回路
７　　マスク処理回路
１００　　電子内視鏡装置
１００ａ　　電子スコープ
１００ｂ　　プロセッサ
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